
 

高松市香南町北部団地集会所使用管理要領  

 

 （趣旨）  

第１条  高松市市営住宅条例（平成９年高松市条例第４７号）第２条第７号に

規定する共同施設として設置した集会所のうち、香南町北部団地集会所（編

入前の香南町における名称「香南町営吉光集会所」）（以下「集会所」とい

う。）の使用に関しては、高松市市営住宅集会所使用要綱（平成１０年４月

１日制定）に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。  

 （使用の申込み）  

第２条  集会所を使用しようとする者は、使用の日時及び目的、使用人数等  

について、集会所管理業務受託者（以下「受託者」という。）又は高松市立

吉光文化センター（以下「センター」という。）の職員に申出るものとする。  

 （調整及び回答）  

第３条  受託者及びセンターの職員は、香南町北部団地集会所使用（予定・実

績）表（別記様式）により、使用及び予約の状況を管理し、前条の申込みが

あった場合は使用の可否を当該申込者に通知するものとする。  

 （施開錠管理）  

第４条  受託者及びセンターの職員は、集会所の使用に際し、連携してその開

錠及び施錠に当たるものとする。  

 （委任）  

第５条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市営住宅課長と人権啓

発課長が協議の上定める。  

 

附  則  

この要領は、平成１８年１月１０日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和４年５月１０日から施行する。  

 

 

 



 

別記様式（第３条関係）  

香南町北部団地集会所使用（予定・実績）表  

  年   月分  

日付  曜日  時    刻  使用目的  使用人数  使用責任者  備考  

１    ：  ～  ：      

２    ：  ～  ：      

３    ：  ～  ：      

４    ：  ～  ：      

５    ：  ～  ：      

６    ：  ～  ：      

７    ：  ～  ：      

８    ：  ～  ：      

９    ：  ～  ：      

１０    ：  ～  ：      

１１    ：  ～  ：      

１２    ：  ～  ：      

１３    ：  ～  ：      

１４    ：  ～  ：      

１５    ：  ～  ：      

１６    ：  ～  ：      

１７    ：  ～  ：      

１８    ：  ～  ：      

１９    ：  ～  ：      

２０    ：  ～  ：      

２１    ：  ～  ：      

２２    ：  ～  ：      

２３    ：  ～  ：      

２４    ：  ～  ：      

２５    ：  ～  ：      

２６    ：  ～  ：      

２７    ：  ～  ：      

２８    ：  ～  ：      

２９    ：  ～  ：      

３０    ：  ～  ：      

３１    ：  ～  ：      

 


